
育出生時育児休業給付の受給資格確認

出生時育児休業給付金の支給申請

● 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・記載内容の確認できる賃金台帳、出勤簿等の書類

● 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
※ 被保険者の方のマイナンバーを記載して提出してください

・被保険者が事業主に提出した（出生時）育児休業申出書

・母子手帳の出生届出済証明書のページの写し

・出生時育児休業給付支給申請の記載内容を確認できる出勤簿・賃金台帳等の書類

・払渡希望金融機関指定届（申請書下部）に記載した口座確認の書類
（通帳の１ページ目の写し等）

育児休業開始前２年間に、賃金支払基礎日数が１１日以上ある完全月（基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格
決定を受けた後のものに限ります。）が12か月以上ある場合に、育児休業給付の受給資格が確認されます。

1．提出書類と添付書類

• 提 出 先 ： 事業所の所在地を管轄するハローワーク

• 提出期限 ： 子の出生日（出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日）から8週間を経過
する日の翌日から提出可能となり、当該日の2ヶ月を経過する月の末日が提出期限。

※休業期間を対象とする賃金がある場合は、当該賃金が支払われた後に提出してください

• 支給方法 ： 支給決定された場合、お届け出の金融機関口座へ支給決定後、約１週間で入金

※ 場合によっては、上記の必要書類以外に追加で書類の提出を依頼することもあります。あらかじめ、ご了承ください。
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